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これまでの50年（第7期）

の
処
理
に
追
わ
れ
る
一
方
、「
い
わ
き
市
不
法
投

棄
等
の
防
止
に
関
す
る
要
綱
」に
基
づ
き
、不
法

投
棄
監
視
員
に
よ
る
監
視
を
強
化
し
た
。市
議

会
に
お
い
て
も
不
法
投
棄
は
重
大
な
問
題
と
し

て
取
り
上
げ
ら
れ
た
。

　
昭
和
六
十
三
年
十
二
月
定
例
会
で
は
、田
人

町
の
事
件
に
つ
い
て「
汚
染
さ
れ
た
土
砂
の
調
査

と
撤
去
作
業
、周
辺
の
井
戸
水
の
水
質
、今
後
の

監
視
体
制
」な
ど
が
質
問
さ
れ
た
。こ
れ
に
対
し

て
市
は「
県
と
市
に
よ
る『
荷
路
夫
牧
場
不
法
投

棄
対
策
連
絡
会
議
』を
開
催
し
、廃
棄
物
の
撤
去

及
び
原
状
回
復
を
優
先
し
、内
容
物
を
流
出
さ

せ
な
い
方
法
に
よ
り
投
棄
者
の
責
任
で
撤
去
作

業
を
進
め
さ
せ
る
。地
下
水
、河
川
水
、土
壌
汚

染
の
状
況
を
調
査
し
安
全
を
確
保
す
る
と
い
う

基
本
方
針
を
確
認
し
、平
保
健
所
を
初
め
市
の

関
係
部
局
が
対
策
に
乗
り
出
し
た
。水
質
検
査

の
結
果
、異
常
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。監
視
に

は
万
全
を
期
す
る
と
同
時
に『
荷
路
夫
牧
場
不

法
投
棄
対
策
連
絡
会
議
』を
通
じ
て
住
民
と
の

連
絡
を
密
接
に
し
な
が
ら
今
後
の
対
策
に
努
め

て
ま
い
り
た
い
。」と
答
弁
し
て
い
る
。

　
監
視
体
制
の
確
立
に
つ
い
て
は「
不
法
投
棄
監

視
員
を
発
足
さ
せ
て
い
る
が
、今
後
の
取
り
組
み

と
あ
わ
せ
て
基
本
姿
勢
を
伺
い
た
い
。」と
の
質

問
が
あ
り
、市
は「
三
〇
人
の
不
法
投
棄
監
視
員

を
委
嘱
し
、地
区
ご
と
の
監
視
及
び
県
・
警
察
と

の
連
携
の
中
で
不
法
投
棄
の
発
見
、投
棄
者
の
確

認
、撤
去
指
導
に
あ
た
っ
て
い
る
。常
磐
自
動
車

道
の
開
通
に
伴
い
、土
地
の
所
有
者
に
安
価
な
土

盛
り
や
整
地
案
を
持
ち
か
け
て
首
都
圏
か
ら
の

産
業
廃
棄
物
等
を
不
法
に
投
棄
す
る
と
い
う
事

態
も
発
生
し
て
い
る
。市
と
し
て
不
法
投
棄
防
止

対
策
に
つ
い
て
の
検
討
を
急
い
で
お
り
、市
民
へ

の
啓
発
、市
民
代
表
及
び
関
係
行
政
機
関
で
組

織
す
る（
仮
称
）「
不
法
投
棄
対
策
協
議
会
」の
設

置
、立
て
看
板
の
設
置
等
、市
民
総
ぐ
る
み
の
防

止
体
制
づ
く
り
に
努
め
た
い
。」と
答
弁
し
た
。

　
平
成
元
年
九
月
定

例
会
で
沼
部
町
の
汚

染
に
つ
い
て「
不
法
投

棄
が
行
わ
れ
た
坑
内

か
ら
廃
油
を
す
べ
て

取
り
出
す
考
え
は
な

い
か
。」と
質
さ
れ
、市

は「
こ
の
廃
坑
は
炭
坑

閉
山
後
、長
期
間
を
経

過
し
て
い
る
た
め
内

部
の
状
況
が
不
明
で

あ
る
。撤
去
作
業
に
は

保
安
上
の
問
題
も
予
想
さ
れ
る
の
で
、県
に
お
い

て
撤
去
作
業
の
可
能
性
を
調
査
検
討
中
で
あ

る
。」と
答
え
て
い
る
。

　
ま
た
、監
視
体
制
の
充
実
に
つ
い
て
は「
平
成

元
年
七
月
二
十
八
日
、市
行
政
嘱
託
員
連
合
協

議
会
、市
保
健
委
員
会
連
合
会
、不
法
投
棄
監
視

員
そ
れ
ぞ
れ
の
住
民
代
表
二
八
名
、三
二
の
関
係

行
政
機
関
と
民
間
の
関
係
四
団
体
で
構
成
す
る

『
い
わ
き
市
不
法
投
棄
対
策
協
議
会
』を
設
置
し

た
。基
本
方
針
と
し
て
、不
法
投
棄
防
止
の
た
め

の
啓
蒙
、監
視
体
制
の
強
化
、行
政
機
関
に
よ
る

不
法
投
棄
対
策
の
充
実
を
掲
げ
、具
体
的
な
実

践
行
動
を
開
始
す
る
。」と
述
べ
た
。

　
平
成
三
年
に
は
産
業
廃
棄
物
処
理
業
者
と
排

出
事
業
所
が
提
携
し
て「
い
わ
き
地
区
不
法
投

棄
廃
棄
物
処
理
協
会
」も
設
置
さ
れ
て
い
る
。

　
昭
和
六
十
三
年
八
月
か
ら
平
成
元
年
八
月
に

か
け
て
、市
内
で
は
大
規
模
な
産
業
廃
棄
物
の

不
法
投
棄
事
件
が
相
次
い
で
発
覚
し
た
。

　
昭
和
六
十
三
年
八
月
八
日
、田
人
町
荷
路
夫

の
牧
場
内
に
産
業
廃
棄
物
が
投
棄
さ
れ
て
い
る

と
の
情
報
が
市
に
寄
せ
ら
れ
た
。市
は
平
保
健
所

に
適
切
な
対
応
を
要
請
し
、平
保
健
所
は
、関
係

者
か
ら
の
事
情
聴
取
と
現
地
調
査
を
行
っ
た
。投

棄
者
は
勿
来
町
に
所
在
す
る
会
社
で
、同
社
の

社
長
に
よ
る
と
、六
月
十
八
日
か
ら
七
月
五
日
ま

で
の
一
八
日
間
に
わ
た
っ
て
汚
泥
や
固
形
樹
脂
、

廃
棄
油
等
の
産
業
廃
棄
物
を
ド
ラ
ム
缶
で
約
四

〇
〇
本
、石
油
缶
で
約
一
八
〇
〇
本
を
埋
め
た
と

い
う
。

　
さ
ら
に
平
成
元
年
七
月
に
は
、市
民
か
ら
、沼

部
町
の
自
動
車
解
体
現
場
で
産
業
廃
棄
物
を
不

法
投
棄
し
て
い
る
と
通
報
が
あ
り
、市
は
平
保
健

所
に
調
査
を
要
請
し
た
。し
か
し
、八
月
六
日
の

台
風
一
三
号
の
豪
雨
に
よ
り
、大
量
の
廃
油
が
流

出
し
排
水
路
及
び
水
田
を
汚
染
す
る
と
い
う
事

態
に
至
っ
た
。

　
ま
た
同
年
九
月
に
も
、新
た
に
山
田
町
な
ど

市
内
で
二
カ
所
で
不
法
投
棄
が
確
認
さ
れ
た
。

　
市
は
、実
態
の
調
査
、環
境
へ
の
影
響
や
事
後

産
業
廃
棄
物
の
不
法
投
棄

問
題

1
い
わ
き
市
議
会
史

昭
和
63
年
10
月
〜
平
成
4
年
9
月

第       期7

産
廃
の
不
法
投
棄
に
対
し

厳
然
た
る
対
策
を
開
始

　昭
和
六
十
四
年
一
月
七
日
、天
皇
陛
下
が
崩
御
。元
号
は
平
成
と
改
め
ら
れ
、新
た
な
時

代
が
始
ま
っ
た
。ま
た
ベ
ル
リ
ン
の
壁
が
取
り
壊
さ
れ
、ソ
ビ
エ
ト
連
邦
も
消
滅
す
る
な

ど
、世
界
も
ま
た
激
動
の
時
代
に
あ
っ
た
。

　昭
和
六
十
一
年
ご
ろ
か
ら
始
ま
っ
た
好
景
気
は
、一
方
で
大
量
の
産
業
廃
棄
物
を
生
み
、

そ
れ
が
不
法
投
棄
さ
れ
る
と
い
う
問
題
も
発
生
。い
わ
き
市
で
も
、違
法
に
投
棄
ま
た
は

放
置
さ
れ
た
産
業
廃
棄
物
が
、地
域
の
環
境
を
汚
染
す
る
と
い
う
事
件
が
相
次
い
だ
。

　市
は「
い
わ
き
市
不
法
投
棄
対
策
協
議
会
」を
設
置
。不
法
投
棄
防
止
の
た
め
の
啓
蒙
や

監
視
体
制
の
強
化
等
、対
策
の
充
実
を
掲
げ
て
実
践
行
動
を
開
始
し
た
。

気球による不法投棄撲滅のキャンペーン

東側から見た沼部町と三沢町の産業廃棄物投棄場所（高萩純一氏撮影）

不法投棄の現場
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業
廃
棄
物
を
生
み
、

そ
れ
が
不
法
投
棄
さ
れ
る
と
い
う
問
題
も
発
生
。い
わ
き
市
で
も
、違
法
に
投
棄
ま
た
は

放
置
さ
れ
た
産
業
廃
棄
物
が
、地
域
の
環
境
を
汚
染
す
る
と
い
う
事
件
が
相
次
い
だ
。

　市
は「
い
わ
き
市
不
法
投
棄
対
策
協
議
会
」を
設
置
。不
法
投
棄
防
止
の
た
め
の
啓
蒙
や

監
視
体
制
の
強
化
等
、対
策
の
充
実
を
掲
げ
て
実
践
行
動
を
開
始
し
た
。

気球による不法投棄撲滅のキャンペーン

東側から見た沼部町と三沢町の産業廃棄物投棄場所（高萩純一氏撮影）

不法投棄の現場
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資
金
の
貸
付
け
に
要
す
る
経
費
に
つ
い
て
は
、急

施
を
要
し
た
た
め
、専
決
処
分
に
よ
り
対
応
す
る

と
と
も
に
、今
議
会
に
補
正
予
算
を
計
上
し
た
と

こ
ろ
で
あ
る
。ま
た
、国
・
県
の
認
定
を
必
要
と

す
る
災
害
復
旧
事
業
に
つ
い
て
は
、そ
れ
ぞ
れ
の

査
定
の
推
移
を
見
な
が
ら
予
算
措
置
を
図
り
、

早
期
復
旧
に
努
め
て
ま
い
る
所
存
で
あ
る
。こ
の

た
び
の
災
害
に
際
し
て
は
、消
防
団
を
初
め
、民

間
団
体
の
皆
様
、多
く
の
市
民
の
皆
様
か
ら
多

大
の
御
協
力
と
御
援
助
を
賜
り
、ま
た
、市
内
は

も
と
よ
り
県
内
、県
外
か
ら
も
お
見
舞
い
の
金
品

が
多
数
寄
せ
ら
れ
て
お
り
、こ
こ
に
厚
く
お
礼
を

申
し
上
げ
る
次
第
で
あ
る
。

　
関
連
し
て
、八
月
二
十
七
日
に
も
台
風
一
七
号

の
通
過
に
伴
い
、大
雨
等
に
よ
る
被
害
の
発
生
が

あ
る
こ
と
か
ら
、そ
の
状
況
に
つ
い
て
、八
月
二

十
七
日
午
後
三
時
四
〇
分
、当
地
方
に
大
雨
・
洪

水
警
報
が
発
令
さ
れ
、同
日
午
後
四
時
水
防
本

部
を
設
置
し
て
、特
に
台
風
一
三
号
で
被
害
を
こ

う
む
っ
た
地
域
を
重
点
に
監
視
を
強
め
警
戒
に

あ
た
っ
た
。し
か
し
な
が
ら
、朝
か
ら
降
り
続
い

た
雨
は
衰
え
る
こ
と
な
く
、特
に
、同
日
午
後
六

時
か
ら
七
時
に
か
け
て
の
降
雨
が
最
も
多
く
、川

前
地
区
で
は
一
時
間
に
六
三
㎜
と
い
う
記
録
的

な
集
中
豪
雨
と
な
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。総
雨
量

で
は
、田
人
地
区
で
三
〇
二
㎜
、川
前
地
区
で
二

八
五
㎜
、三
和
地
区
で
二
四
九
㎜
に
達
し
た
。こ

の
た
め
、台
風
一
三
号
で
被
害
を
受
け
仮
復
旧
を

し
た
両
郡
橋
下
流
左
岸
の
堤
防
が
溢
水
し
、小

川
小
学
校
体
育
館
ほ
か
四
つ
の
公
民
館
に
一
時

避
難
の
誘
導
を
し
た
。被
害
状
況
に
つ
い
て
は
、

住
家
被
害
に
あ
た
っ
て
は
、半
壊
一
棟
、床
上
浸

水
一
〇
棟
、床
下
浸
水
九
二
棟
、合
わ
せ
て
一
一

一
世
帯
三
六
八
人
の
被
災
者
を
出
し
た
ほ
か
、一

般
被
害
に
つ
い
て
は
、現
在
も
引
き
続
き
調
査
を

行
っ
て
い
る
が
、九
月
五
日
現
在
で
土
木
関
係
で

五
億
一
七
〇
〇
万
円
、農
林
関
係
で
は
三
億
五
五

九
〇
万
円
、そ
の
他
で
三
四
〇
万
円
と
な
っ
て
お

り
、被
害
総
額
で
は
八
億
七
六
三
〇
万
円
の
状
況

に
あ
る
こ
と
か
ら
、台
風
一
三
号
被
害
と
合
わ
せ

早
期
復
旧
に
全
力
を
傾
注
し
て
ま
い
り
た
い
と

考
え
て
い
る
。」

　
こ
の
報
告
か
ら
、こ
の
台
風
に
よ
る
被
害
が
い

か
に
甚
大
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　
ま
た
、議
会
と
し
て
は
、平
成
元
年
九
月
、十

二
月
定
例
会
に
お
い
て
被
害
状
況
、復
旧
の
進
捗

に
つ
い
て
の
質
問
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　
平
成
元
年
は
、大
型
台
風
に
よ
る
甚
大
な
被

害
が
発
生
し
た
年
で
あ
る
。

　
八
月
六
日
午
後
か
ら
夜
中
に
か
け
台
風
一
三

号
が
、同
月
二
十
七
日
に
は
台
風
一
七
号
が
襲
来

し
、本
市
は
も
と
よ
り
、県
内
各
地
に
豪
雨
に
よ

る
大
き
な
被
害
を
も
た
ら
し
た
。

　
こ
の
件
に
つ
い
て
は
、被
害
の
甚
大
さ
か
ら
同

年
八
月
十
二
日
に
全
員
協
議
会
を
開
催
し
、市

長
が
被
害
状
況
の
説
明
を
し
て
い
る
。

　
さ
ら
に
、市
長
は
平
成
元
年
九
月
定
例
会
に

お
い
て
、次
の
よ
う
に
報
告
し
て
い
る
。

　「
台
風
一
三
号
は
、八
月
六
日
午
後
か
ら
夜
半

に
か
け
て
県
内
各
地
に
豪
雨
を
も
た
ら
し
、市

内
一
円
に
も
大
き
な
被
害
が
発
生
し
た
。市
は
、

八
月
六
日
午
前
一
〇
時
三
〇
分
に
暴
風
・
大
雨
・

洪
水
・
波
浪
警
報
発
令
と
同
時
に
非
常
配
備
体

制
を
敷
き
、同
日
午
後
四
時
水
防
本
部
を
設
置

し
て
、職
員
は
も
と
よ
り
消
防
団
員
三
八
〇
〇
余

名
が
出
動
し
、そ
の
果
敢
な
水
防
活
動
に
よ
り
、

被
害
の
防
止
に
努
め
た
。さ
ら
に
、夏
井
川
水
系

地
域
で
の
堤
防
決
壊
な
ど
の
被
害
発
生
に
鑑
み
、

水
防
本
部
を
災
害
対
策
本
部
に
切
り
替
え
災
害

対
策
に
万
全
を
期
し
た
が
、八
月
七
日
に
は
災
害

の
規
模
が
大
き
か
っ
た
こ
と
に
伴
い
、災
害
救
助

法
の
適
用
が
決
定
さ
れ
た
。被
害
の
概
要
及
び
今

後
の
施
策
等
に
つ
い
て
は
、去
る
八
月
十
二
日
、

市
議
会
全
員
協
議
会
の
開
催
を
願
い
御
報
告
を

申
し
上
げ
、そ
の
後
、議
員
各
位
の
御
理
解
と
御

協
力
の
も
と
、被
災
の
復
旧
及
び
救
援
対
策
に
つ

い
て
全
力
を
傾
注
し
て
き
た
。被
害
の
状
況
は
、

一
人
の
死
者
を
出
し
た
ほ
か
二
人
が
負
傷
し
、住

家
被
害
に
あ
っ
て
は
、全
壊
一
棟
、半
壊
一
七
棟
、

一
部
破
損
が
七
棟
、床
上
浸
水
が
五
六
五
棟
、床

下
浸
水
が
六
三
一
棟
と
一
二
一
九
世
帯
三
九
四
三

人
の
被
災
者
を
出
す
に
至
っ
た
。一
般
被
害
に
つ

い
て
は
、土
木
関
係
が
一
三
億
七
〇
〇
〇
万
円
、

農
林
関
係
で
は
一
九
億
六
四
〇
〇
万
円
、商
工
水

産
関
係
で
は
七
億
八
九
〇
〇
万
円
、上
水
道
関
係

で
は
二
八
六
〇
万
円
、都
市
建
設
関
係
で
は
四
九

〇
〇
万
円
、教
育
施
設
関
係
で
は
一
億
六
五
〇
〇

万
円
と
な
り
、被
害
総
額
は
四
三
億
六
六
四
〇
万

円
と
な
っ
て
い
る
。

　
被
災
者
の
救
援
対
策
と
し
て
は
、第
一
に
、市

民
税
、固
定
資
産
税
、都
市
計
画
税
及
び
国
民
健

康
保
険
税
に
つ
い
て
減
免
の
措
置
を
講
ず
る
こ

と
、第
二
に
、被
災
者
に
対
す
る
災
害
援
護
資
金

の
貸
付
制
度
を
活
用
し
て
い
た
だ
く
こ
と
、第
三

に
、上
水
道
料
金
、下
水
道
使
用
料
及
び
保
育
料

の
減
免
並
び
に
国
民
健
康
保
険
料
の
免
除
の
措

置
を
講
ず
る
こ
と
、第
四
に
、中
小
企
業
者
に
対

す
る
災
害
特
別
融
資
制
度
を
活
用
す
る
こ
と
と

し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。な
お
、八
月
八
日
に
は
県

知
事
、九
日
に
は
国
土
庁
な
ど
国
の
合
同
調
査

団
、ま
た
十
四
日
に
は
自
治
大
臣
が
そ
れ
ぞ
れ
災

害
状
況
視
察
の
た
め
来
市
さ
れ
た
ほ
か
、国
会
議

員
、県
議
会
議
員
等
の
視
察
の
際
に
も
今
次
災

害
の
早
期
復
旧
を
強
く
要
請
、十
一
日
に
は
国
土

庁
、建
設
省
、農
林
水
産
省
等
、国
の
関
係
機
関

に
対
し
、さ
ら
に
十
七
日
に
は
出
県
し
、県
知
事

を
初
め
関
係
部
局
に
対
し
、復
旧
事
業
の
促
進

や
財
源
措
置
等
に
つ
い
て
強
く
要
請
し
た
。ま

た
、台
風
一
三
号
被
害
に
係
る
予
算
措
置
に
つ
い

て
は
、既
定
予
算
の
活
用
、予
備
費
の
充
当
を

も
っ
て
対
応
す
る
こ
と
と
し
た
が
、と
り
わ
け
小

川
中
学
校
の
応
急
復
旧
及
び
教
材
教
具
の
購
入

並
び
に
被
災
者
の
方
々
に
対
し
て
の
災
害
援
護

台
風
に
よ
る
浸
水
被
害

2

被害状況（小川地区2）

被害状況（小川地区3）

被害状況（小川地区1）
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資
金
の
貸
付
け
に
要
す
る
経
費
に
つ
い
て
は
、急

施
を
要
し
た
た
め
、専
決
処
分
に
よ
り
対
応
す
る

と
と
も
に
、今
議
会
に
補
正
予
算
を
計
上
し
た
と

こ
ろ
で
あ
る
。ま
た
、国
・
県
の
認
定
を
必
要
と

す
る
災
害
復
旧
事
業
に
つ
い
て
は
、そ
れ
ぞ
れ
の

査
定
の
推
移
を
見
な
が
ら
予
算
措
置
を
図
り
、

早
期
復
旧
に
努
め
て
ま
い
る
所
存
で
あ
る
。こ
の

た
び
の
災
害
に
際
し
て
は
、消
防
団
を
初
め
、民

間
団
体
の
皆
様
、多
く
の
市
民
の
皆
様
か
ら
多

大
の
御
協
力
と
御
援
助
を
賜
り
、ま
た
、市
内
は

も
と
よ
り
県
内
、県
外
か
ら
も
お
見
舞
い
の
金
品

が
多
数
寄
せ
ら
れ
て
お
り
、こ
こ
に
厚
く
お
礼
を

申
し
上
げ
る
次
第
で
あ
る
。

　
関
連
し
て
、八
月
二
十
七
日
に
も
台
風
一
七
号

の
通
過
に
伴
い
、大
雨
等
に
よ
る
被
害
の
発
生
が

あ
る
こ
と
か
ら
、そ
の
状
況
に
つ
い
て
、八
月
二

十
七
日
午
後
三
時
四
〇
分
、当
地
方
に
大
雨
・
洪

水
警
報
が
発
令
さ
れ
、同
日
午
後
四
時
水
防
本

部
を
設
置
し
て
、特
に
台
風
一
三
号
で
被
害
を
こ

う
む
っ
た
地
域
を
重
点
に
監
視
を
強
め
警
戒
に

あ
た
っ
た
。し
か
し
な
が
ら
、朝
か
ら
降
り
続
い

た
雨
は
衰
え
る
こ
と
な
く
、特
に
、同
日
午
後
六

時
か
ら
七
時
に
か
け
て
の
降
雨
が
最
も
多
く
、川

前
地
区
で
は
一
時
間
に
六
三
㎜
と
い
う
記
録
的

な
集
中
豪
雨
と
な
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。総
雨
量

で
は
、田
人
地
区
で
三
〇
二
㎜
、川
前
地
区
で
二

八
五
㎜
、三
和
地
区
で
二
四
九
㎜
に
達
し
た
。こ

の
た
め
、台
風
一
三
号
で
被
害
を
受
け
仮
復
旧
を

し
た
両
郡
橋
下
流
左
岸
の
堤
防
が
溢
水
し
、小

川
小
学
校
体
育
館
ほ
か
四
つ
の
公
民
館
に
一
時

避
難
の
誘
導
を
し
た
。被
害
状
況
に
つ
い
て
は
、

住
家
被
害
に
あ
た
っ
て
は
、半
壊
一
棟
、床
上
浸

水
一
〇
棟
、床
下
浸
水
九
二
棟
、合
わ
せ
て
一
一

一
世
帯
三
六
八
人
の
被
災
者
を
出
し
た
ほ
か
、一

般
被
害
に
つ
い
て
は
、現
在
も
引
き
続
き
調
査
を

行
っ
て
い
る
が
、九
月
五
日
現
在
で
土
木
関
係
で

五
億
一
七
〇
〇
万
円
、農
林
関
係
で
は
三
億
五
五

九
〇
万
円
、そ
の
他
で
三
四
〇
万
円
と
な
っ
て
お

り
、被
害
総
額
で
は
八
億
七
六
三
〇
万
円
の
状
況

に
あ
る
こ
と
か
ら
、台
風
一
三
号
被
害
と
合
わ
せ

早
期
復
旧
に
全
力
を
傾
注
し
て
ま
い
り
た
い
と

考
え
て
い
る
。」

　
こ
の
報
告
か
ら
、こ
の
台
風
に
よ
る
被
害
が
い

か
に
甚
大
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　
ま
た
、議
会
と
し
て
は
、平
成
元
年
九
月
、十

二
月
定
例
会
に
お
い
て
被
害
状
況
、復
旧
の
進
捗

に
つ
い
て
の
質
問
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　
平
成
元
年
は
、大
型
台
風
に
よ
る
甚
大
な
被

害
が
発
生
し
た
年
で
あ
る
。

　
八
月
六
日
午
後
か
ら
夜
中
に
か
け
台
風
一
三

号
が
、同
月
二
十
七
日
に
は
台
風
一
七
号
が
襲
来

し
、本
市
は
も
と
よ
り
、県
内
各
地
に
豪
雨
に
よ

る
大
き
な
被
害
を
も
た
ら
し
た
。

　
こ
の
件
に
つ
い
て
は
、被
害
の
甚
大
さ
か
ら
同

年
八
月
十
二
日
に
全
員
協
議
会
を
開
催
し
、市

長
が
被
害
状
況
の
説
明
を
し
て
い
る
。

　
さ
ら
に
、市
長
は
平
成
元
年
九
月
定
例
会
に

お
い
て
、次
の
よ
う
に
報
告
し
て
い
る
。

　「
台
風
一
三
号
は
、八
月
六
日
午
後
か
ら
夜
半

に
か
け
て
県
内
各
地
に
豪
雨
を
も
た
ら
し
、市

内
一
円
に
も
大
き
な
被
害
が
発
生
し
た
。市
は
、

八
月
六
日
午
前
一
〇
時
三
〇
分
に
暴
風
・
大
雨
・

洪
水
・
波
浪
警
報
発
令
と
同
時
に
非
常
配
備
体

制
を
敷
き
、同
日
午
後
四
時
水
防
本
部
を
設
置

し
て
、職
員
は
も
と
よ
り
消
防
団
員
三
八
〇
〇
余

名
が
出
動
し
、そ
の
果
敢
な
水
防
活
動
に
よ
り
、

被
害
の
防
止
に
努
め
た
。さ
ら
に
、夏
井
川
水
系

地
域
で
の
堤
防
決
壊
な
ど
の
被
害
発
生
に
鑑
み
、

水
防
本
部
を
災
害
対
策
本
部
に
切
り
替
え
災
害

対
策
に
万
全
を
期
し
た
が
、八
月
七
日
に
は
災
害

の
規
模
が
大
き
か
っ
た
こ
と
に
伴
い
、災
害
救
助

法
の
適
用
が
決
定
さ
れ
た
。被
害
の
概
要
及
び
今

後
の
施
策
等
に
つ
い
て
は
、去
る
八
月
十
二
日
、

市
議
会
全
員
協
議
会
の
開
催
を
願
い
御
報
告
を

申
し
上
げ
、そ
の
後
、議
員
各
位
の
御
理
解
と
御

協
力
の
も
と
、被
災
の
復
旧
及
び
救
援
対
策
に
つ

い
て
全
力
を
傾
注
し
て
き
た
。被
害
の
状
況
は
、

一
人
の
死
者
を
出
し
た
ほ
か
二
人
が
負
傷
し
、住

家
被
害
に
あ
っ
て
は
、全
壊
一
棟
、半
壊
一
七
棟
、

一
部
破
損
が
七
棟
、床
上
浸
水
が
五
六
五
棟
、床

下
浸
水
が
六
三
一
棟
と
一
二
一
九
世
帯
三
九
四
三

人
の
被
災
者
を
出
す
に
至
っ
た
。一
般
被
害
に
つ

い
て
は
、土
木
関
係
が
一
三
億
七
〇
〇
〇
万
円
、

農
林
関
係
で
は
一
九
億
六
四
〇
〇
万
円
、商
工
水

産
関
係
で
は
七
億
八
九
〇
〇
万
円
、上
水
道
関
係

で
は
二
八
六
〇
万
円
、都
市
建
設
関
係
で
は
四
九

〇
〇
万
円
、教
育
施
設
関
係
で
は
一
億
六
五
〇
〇

万
円
と
な
り
、被
害
総
額
は
四
三
億
六
六
四
〇
万

円
と
な
っ
て
い
る
。

　
被
災
者
の
救
援
対
策
と
し
て
は
、第
一
に
、市

民
税
、固
定
資
産
税
、都
市
計
画
税
及
び
国
民
健

康
保
険
税
に
つ
い
て
減
免
の
措
置
を
講
ず
る
こ

と
、第
二
に
、被
災
者
に
対
す
る
災
害
援
護
資
金

の
貸
付
制
度
を
活
用
し
て
い
た
だ
く
こ
と
、第
三

に
、上
水
道
料
金
、下
水
道
使
用
料
及
び
保
育
料

の
減
免
並
び
に
国
民
健
康
保
険
料
の
免
除
の
措

置
を
講
ず
る
こ
と
、第
四
に
、中
小
企
業
者
に
対

す
る
災
害
特
別
融
資
制
度
を
活
用
す
る
こ
と
と

し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。な
お
、八
月
八
日
に
は
県

知
事
、九
日
に
は
国
土
庁
な
ど
国
の
合
同
調
査

団
、ま
た
十
四
日
に
は
自
治
大
臣
が
そ
れ
ぞ
れ
災

害
状
況
視
察
の
た
め
来
市
さ
れ
た
ほ
か
、国
会
議

員
、県
議
会
議
員
等
の
視
察
の
際
に
も
今
次
災

害
の
早
期
復
旧
を
強
く
要
請
、十
一
日
に
は
国
土

庁
、建
設
省
、農
林
水
産
省
等
、国
の
関
係
機
関

に
対
し
、さ
ら
に
十
七
日
に
は
出
県
し
、県
知
事

を
初
め
関
係
部
局
に
対
し
、復
旧
事
業
の
促
進

や
財
源
措
置
等
に
つ
い
て
強
く
要
請
し
た
。ま

た
、台
風
一
三
号
被
害
に
係
る
予
算
措
置
に
つ
い

て
は
、既
定
予
算
の
活
用
、予
備
費
の
充
当
を

も
っ
て
対
応
す
る
こ
と
と
し
た
が
、と
り
わ
け
小

川
中
学
校
の
応
急
復
旧
及
び
教
材
教
具
の
購
入

並
び
に
被
災
者
の
方
々
に
対
し
て
の
災
害
援
護

台
風
に
よ
る
浸
水
被
害

2

被害状況（小川地区2）

被害状況（小川地区3）

被害状況（小川地区1）
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と
っ
て
一
番
重
要
な
課
題
で
あ
る
と
認
識
し
て
い

る
。国
の
財
政
も
厳
し
い
状
况
に
あ
り
、市
と
し

て
も
、港
湾
管
理
者
で
あ
る
県
と
一
体
と
な
り
、

国
の
予
算
確
保
の
た
め
に
精
力
的
に
運
動
を
進

め
て
ま
い
り
た
い
と
考
え
て
い
る
。」と
の
答
弁

が
あ
っ
た
。

　
長
期
整
備
計
画
の
概
要
は
、

１
　

港
湾
機
能
の
拡
充
と
強
化

２
　

漁
港
機
能
の
再
編
と
強
化

３
　

防
波
堤
の
整
備

４
　

プ
レ
ジ
ャ
ー
ボ
ー
ト
を
集
約
す
る
マ
リ
ー
ナ

の
整
備

５
　

周
辺
環
境
と
の
調
和
を
図
る
た
め
の
環
境
保

全
施
設
の
建
設

６
　

港
湾
貨
物
の
円
滑
な
流
通
を
確
保
す
る
た
め

の
臨
海
交
通
施
設
の
整
備

な
ど
で
、商
港
区
の
整
備
と
漁
港
区
の
拡
大
が
重

点
的
に
進
め
ら
れ
た
。投
資
総
額
は
二
二
〇
〇
億

円
で
あ
っ
た
。

　
小
名
浜
港
は
、北
の
三
崎
公
園
直
下
に
漁
港

区
が
あ
り
、そ
こ
か
ら
西
へ
向
か
っ
て
順
番
に
一

号
埠
頭
〜
四
号
埠
頭
、五
･
六
号
埠
頭
、七
号
埠

頭
、藤
原
埠
頭
、大
剣
埠
頭
、い
わ
き
サ
ン
マ
リ
ー

ナ
と
並
ん
で
い
る
。

　
防
波
堤
は
北
に
三
崎
防
波
堤
、一
号
埠
頭
の
先

か
ら
七
号
埠
頭
の
先
に
か
け
て
西
防
波
堤（
第

一
）、藤
原
埠
頭
か
ら
サ
ン
マ
リ
ー
ナ
に
か
け
て

西
防
波
堤（
第
二
）な
ど
が
あ
る
。

　
新
計
画
で
最
も
注
目
を
集
め
た
も
の
は
、西

防
波
堤（
第
一
）の
外
洋
側
を
土
砂
で
埋
め
立
て

た
面
積
約
一
三
九
ha
の
ポ
ー
ト
ア
イ
ラ
ン
ド
の

建
設
だ
っ
た
。一
号
埠
頭
か
ら
長
さ
一
〇
〇
m
、

高
さ
二
〇
m
の
幹
線
臨
港
道
路
一
号
線
で
結

び
、こ
れ
を「
小
名
浜
東
港
」と
し
て
鉱
産
品
、

林
産
品
、農
水
産
品
、そ
の
他
外
貨
貨
物
を
取

り
扱
う
商
港
と
し
て
整
備
す
る
予
定
だ
。幾
度

か
の
計
画
変
更
を
経
て
、平
成
二
十
八
年
現
在

も
工
事
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。

　
小
名
浜
に
港
の
基
礎
が
築
か
れ
た
の
は
延
享

四（
一
七
四
七
）年
の
こ
と
だ
。小
名
浜
は
幕
府

直
轄
領
と
な
っ
て
代
官
所
が
置
か
れ
、磐
城
平
藩

の
年
貢
米
積
出
港
と
な
る
。

　
明
治
以
降
は
常
磐
炭
鉱
の
発
見
に
よ
る
石
炭

の
積
出
港
、ま
た
商
港
と
し
て
整
備
さ
れ
、昭
和

二
年
に
は
第
二
種
重
要
港
湾
の
指
定
、昭
和
二
十

六
年
に
は
重
要
港
の
指
定
を
受
け
た
。

　
昭
和
三
十
一
年
、関
税
法
に
よ
る
開
港
指
定
、

つ
ま
り
外
国
と
の
貿
易
が
可
能
な
港
と
し
て「
開

港
」し
、さ
ら
に
昭
和
四
十
二
年
に
は「
吃
水
の

深
い
船
舶
が
出
入
で
き
る
港
又
は
外
国
船
舶
が

常
時
出
入
す
る
港
で
あ
っ
て
政
令
で
定
め
る
も

の
」と
い
う
港
則
法
に
よ
っ
て
福
島
県
唯
一
の「
特

定
港
」と
な
り
、以
後
、福
島
県
最
大
、東
日
本

有
数
の
港
湾
と
し
て
発
展
し
て
き
た
。

　
昭
和
五
十
六
年
三
月
、小
名
浜
港
の
長
期
整

備
計
画
が
決
定
さ
れ
た
。こ
れ
は
小
名
浜
港
と
、

後
背
圏
と
な
る
い
わ
き
市
街
地
と
の
一
体
的
か

つ
有
機
的
結
合
に
よ
る
発
展
を
望
ん
で
、市
議
会

議
長
、市
長
を
初
め
、本
市
の
多
く
の
関
係
者
が

運
輸
省
な
ど
関
係
省
庁
・
機
関
に
強
力
に
陳
情

を
重
ね
て
い
た
も
の
だ
っ
た
。

　
同
年
二
月
三
日
に
県
の
地
方
港
湾
審
議
会
、

続
い
て
三
月
二
十
三
日
に
は
運
輸
大
臣（
現
在
の

国
土
交
通
大
臣
）の
諮
問
機
関
で
あ
る
港
湾
審

議
会
に
そ
れ
ぞ
れ
か
ら
答
申
が
な
さ
れ
、四
月
十

七
日
付
で
運
輸
大
臣
よ
り
県
知
事
に
対
し
て
決

定
の
通
知
が
な
さ
れ
た
。

　
昭
和
五
十
六
年
六
月
定
例
会
で
は
、議
員
か
ら

「
い
わ
き
市
の
発
展
に
と
っ
て
重
要
な
大
事
業
で

あ
り
、強
力
に
推
進
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考

え
る
が
、関
連
す
る
諸
問
題
も
数
多
く
発
生
す
る

こ
と
も
想
定
さ
れ
る
。」と
し
て「
関
連
事
業
な

ど
を
想
定
し
た
場
合
の
市
独
自
の
財
源
、港
湾
整

備
と
漁
業
権
、港
湾
幹
線
道
路
網
、背
後
地
の
都

市
整
備
」な
ど
に
つ
い
て
質
問
が
あ
っ
た
。

　
市
長
か
ら
は「
今
後
の
い
わ
き
市
の
発
展
を
考

え
る
な
ら
ば
、小
名
浜
港
の
整
備
こ
そ
、我
が
い

わ
き
市
が
南
東
北
の
文
字
ど
お
り
拠
点
都
市
と

し
て
の
内
容
、外
観
を
整
え
る
大
き
な
前
提
条

件
で
あ
る
と
考
え
る
。ま
た
、小
名
浜
港
の
こ
れ

か
ら
の
整
備
こ
そ
、い
わ
き
市
、ま
た
福
島
県
に

小
名
浜
港 

港
湾
計
画

3

小名浜美食ホテル

サンマの水揚げ

アクアマリンふくしま

小名浜港（平成27年）

小名浜港（昭和50年代初めころ）



いわき市議会発足５０周年記念誌  ● 6263 ●  いわき市議会発足５０周年記念誌

これまでの50年（第7期）

と
っ
て
一
番
重
要
な
課
題
で
あ
る
と
認
識
し
て
い

る
。国
の
財
政
も
厳
し
い
状
况
に
あ
り
、市
と
し

て
も
、港
湾
管
理
者
で
あ
る
県
と
一
体
と
な
り
、

国
の
予
算
確
保
の
た
め
に
精
力
的
に
運
動
を
進

め
て
ま
い
り
た
い
と
考
え
て
い
る
。」と
の
答
弁

が
あ
っ
た
。

　
長
期
整
備
計
画
の
概
要
は
、

１
　

港
湾
機
能
の
拡
充
と
強
化

２
　

漁
港
機
能
の
再
編
と
強
化

３
　

防
波
堤
の
整
備

４
　

プ
レ
ジ
ャ
ー
ボ
ー
ト
を
集
約
す
る
マ
リ
ー
ナ

の
整
備

５
　

周
辺
環
境
と
の
調
和
を
図
る
た
め
の
環
境
保

全
施
設
の
建
設

６
　

港
湾
貨
物
の
円
滑
な
流
通
を
確
保
す
る
た
め

の
臨
海
交
通
施
設
の
整
備

な
ど
で
、商
港
区
の
整
備
と
漁
港
区
の
拡
大
が
重

点
的
に
進
め
ら
れ
た
。投
資
総
額
は
二
二
〇
〇
億

円
で
あ
っ
た
。

　
小
名
浜
港
は
、北
の
三
崎
公
園
直
下
に
漁
港

区
が
あ
り
、そ
こ
か
ら
西
へ
向
か
っ
て
順
番
に
一

号
埠
頭
〜
四
号
埠
頭
、五
･
六
号
埠
頭
、七
号
埠

頭
、藤
原
埠
頭
、大
剣
埠
頭
、い
わ
き
サ
ン
マ
リ
ー

ナ
と
並
ん
で
い
る
。

　
防
波
堤
は
北
に
三
崎
防
波
堤
、一
号
埠
頭
の
先

か
ら
七
号
埠
頭
の
先
に
か
け
て
西
防
波
堤（
第

一
）、藤
原
埠
頭
か
ら
サ
ン
マ
リ
ー
ナ
に
か
け
て

西
防
波
堤（
第
二
）な
ど
が
あ
る
。

　
新
計
画
で
最
も
注
目
を
集
め
た
も
の
は
、西

防
波
堤（
第
一
）の
外
洋
側
を
土
砂
で
埋
め
立
て

た
面
積
約
一
三
九
ha
の
ポ
ー
ト
ア
イ
ラ
ン
ド
の

建
設
だ
っ
た
。一
号
埠
頭
か
ら
長
さ
一
〇
〇
m
、

高
さ
二
〇
m
の
幹
線
臨
港
道
路
一
号
線
で
結

び
、こ
れ
を「
小
名
浜
東
港
」と
し
て
鉱
産
品
、

林
産
品
、農
水
産
品
、そ
の
他
外
貨
貨
物
を
取

り
扱
う
商
港
と
し
て
整
備
す
る
予
定
だ
。幾
度

か
の
計
画
変
更
を
経
て
、平
成
二
十
八
年
現
在

も
工
事
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。

　
小
名
浜
に
港
の
基
礎
が
築
か
れ
た
の
は
延
享

四（
一
七
四
七
）年
の
こ
と
だ
。小
名
浜
は
幕
府

直
轄
領
と
な
っ
て
代
官
所
が
置
か
れ
、磐
城
平
藩

の
年
貢
米
積
出
港
と
な
る
。

　
明
治
以
降
は
常
磐
炭
鉱
の
発
見
に
よ
る
石
炭

の
積
出
港
、ま
た
商
港
と
し
て
整
備
さ
れ
、昭
和

二
年
に
は
第
二
種
重
要
港
湾
の
指
定
、昭
和
二
十

六
年
に
は
重
要
港
の
指
定
を
受
け
た
。

　
昭
和
三
十
一
年
、関
税
法
に
よ
る
開
港
指
定
、

つ
ま
り
外
国
と
の
貿
易
が
可
能
な
港
と
し
て「
開

港
」し
、さ
ら
に
昭
和
四
十
二
年
に
は「
吃
水
の

深
い
船
舶
が
出
入
で
き
る
港
又
は
外
国
船
舶
が

常
時
出
入
す
る
港
で
あ
っ
て
政
令
で
定
め
る
も

の
」と
い
う
港
則
法
に
よ
っ
て
福
島
県
唯
一
の「
特

定
港
」と
な
り
、以
後
、福
島
県
最
大
、東
日
本

有
数
の
港
湾
と
し
て
発
展
し
て
き
た
。

　
昭
和
五
十
六
年
三
月
、小
名
浜
港
の
長
期
整

備
計
画
が
決
定
さ
れ
た
。こ
れ
は
小
名
浜
港
と
、

後
背
圏
と
な
る
い
わ
き
市
街
地
と
の
一
体
的
か

つ
有
機
的
結
合
に
よ
る
発
展
を
望
ん
で
、市
議
会

議
長
、市
長
を
初
め
、本
市
の
多
く
の
関
係
者
が

運
輸
省
な
ど
関
係
省
庁
・
機
関
に
強
力
に
陳
情

を
重
ね
て
い
た
も
の
だ
っ
た
。

　
同
年
二
月
三
日
に
県
の
地
方
港
湾
審
議
会
、

続
い
て
三
月
二
十
三
日
に
は
運
輸
大
臣（
現
在
の

国
土
交
通
大
臣
）の
諮
問
機
関
で
あ
る
港
湾
審

議
会
に
そ
れ
ぞ
れ
か
ら
答
申
が
な
さ
れ
、四
月
十

七
日
付
で
運
輸
大
臣
よ
り
県
知
事
に
対
し
て
決

定
の
通
知
が
な
さ
れ
た
。

　
昭
和
五
十
六
年
六
月
定
例
会
で
は
、議
員
か
ら

「
い
わ
き
市
の
発
展
に
と
っ
て
重
要
な
大
事
業
で

あ
り
、強
力
に
推
進
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考

え
る
が
、関
連
す
る
諸
問
題
も
数
多
く
発
生
す
る

こ
と
も
想
定
さ
れ
る
。」と
し
て「
関
連
事
業
な

ど
を
想
定
し
た
場
合
の
市
独
自
の
財
源
、港
湾
整

備
と
漁
業
権
、港
湾
幹
線
道
路
網
、背
後
地
の
都

市
整
備
」な
ど
に
つ
い
て
質
問
が
あ
っ
た
。

　
市
長
か
ら
は「
今
後
の
い
わ
き
市
の
発
展
を
考

え
る
な
ら
ば
、小
名
浜
港
の
整
備
こ
そ
、我
が
い

わ
き
市
が
南
東
北
の
文
字
ど
お
り
拠
点
都
市
と

し
て
の
内
容
、外
観
を
整
え
る
大
き
な
前
提
条

件
で
あ
る
と
考
え
る
。ま
た
、小
名
浜
港
の
こ
れ

か
ら
の
整
備
こ
そ
、い
わ
き
市
、ま
た
福
島
県
に

小
名
浜
港 

港
湾
計
画

3

小名浜美食ホテル

サンマの水揚げ

アクアマリンふくしま

小名浜港（平成27年）

小名浜港（昭和50年代初めころ）
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これまでの50年（第7期）

　
第
七
期
最
初
の
定
例
会
で
あ
っ
た
昭
和
六
十
三

年
十
二
月
定
例
会
に
お
い
て
、市
長
は「
こ
れ
ま
で

行
財
政
改
革
の
基
本
方
針
、具
体
的
な
推
進
方
策

等
を
定
め
検
討
を
進
め
て
き
た
」と
し
て
、新
た
に

「
中
部
衛
生
セ
ン
タ
ー
の
管
理
運
営
に
つ
い
て
」及

び「
学
校
給
食
業
務
の
あ
り
方
に
つ
い
て
」の
報
告

を
行
っ
た
。

　
平
成
元
年
四
月
か
ら
供
用
開
始
を
予
定
し
て
い

る
中
部
衛
生
セ
ン
タ
ー
は
、管
理
部
門
を
市
の
直

営
と
し
、作
業
部
門
に
つ
い
て
は
民
間
委
託
を
行

う
こ
と
で
効
率
的
な
管
理
運
営
を
図
る
考
え
で
あ

る
こ
と
、ま
た
、学
校
給
食
業
務
に
つ
い
て
は
、市

と
し
て
の
責
任
を
保
持
し
て
い
く
こ
と
を
基
本
と

し
て
、学
校
給
食
共
同
調
理
場
の
管
理
及
び
調
理

部
門
の
責
任
者
に
正
規
職
員
を
配
置
し
、調
理
業

務
の
一
部
に
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
を
導
入
、給
食
配
送

部
門
に
つ
い
て
は
民
間
へ
の
委
託
を
行
う
こ
と
な

ど
が
そ
の
内
容
で
あ
る
。

　
平
成
元
年
一
月
臨
時
会
に
お
い
て
、昭
和
六
十
三

年
度
い
わ
き
市
一
般
会
計
補
正
予
算
が
提
案
さ
れ
、

そ
の
中
で
学
校
給
食
共
同
調
理
場
パ
ー
ト
タ
イ

マ
ー
調
理
員
の
調
理
実
施
研
修
に
要
す
る
経
費
、

中
部
衛
生
セ
ン
タ
ー
運
転
管
理
業
務
委
託
及
び
学

校
給
食
共
同
調
理
場
配
送
業
務
委
託
に
係
る
債
務

負
担
行
為
の
二
つ
が
計
上
さ
れ
た
。

　
総
務
常
任
委
員
会
委
員
長
の
報
告
と
し
て「
昭

和
六
十
三
年
度
い
わ
き
市
一
般
会
計
補
正
予
算
中
、

第
六
款
地
方
交
付
税
と
し
て
一
四
八
五
万
一
〇
〇

〇
円
を
増
額
補
正
し
、学
校
給
食
の
一
部
民
間
委

託
に
伴
う
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
の
調
理
実
施
研
修
賃

金
に
要
す
る
措
置
と
し
て
一
般
財
源
で
補
正
す
る

も
の
で
あ
り
、本
議
会
に
お
い
て
も
種
々
論
議
さ
れ

て
い
る
と
お
り
、学
校
給
食
の
民
間
委
託
に
伴
う

補
正
に
は
反
対
で
あ
る
と
の
意
見
が
出
さ
れ
、さ

ま
ざ
ま
な
議
論
を
重
ね
た
結
果
、原
案
ど
お
り
可

決
す
べ
き
も
の
と
決
し
た
。」と
報
告
が
あ
っ
た
。

　
次
に
文
教
常
任
委
員
長
か
ら
は
審
査
の
中
で
調

理
部
門
の
パ
ー
ト
化
に
対
し
、委
員
よ
り「
研
修
期

間
が
二
七
日
間
で
現
場
に
配
置
す
る
こ
と
は
問
題

が
あ
る
と
思
う
が
ど
う
か
。」、「
今
回
の
配
送
部
門

を
民
間
に
委
託
す
る
計
画
を
立
て
た
経
過
に
つ
い

て
。」な
ど
の
ほ
か
、職
場
の
関
係
、身
分
の
保
障
、

学
校
給
食
業
務
費
用
に
対
す
る
地
方
交
付
税
と
の

関
係
等
な
ど
多
岐
に
わ
た
る
質
疑
が
な
さ
れ
、議

論
が
重
ね
ら
れ
た
こ
と
が
報
告
さ
れ
た
。

　
委
員
長
報
告
で
は
、「
昨
年
、食
中
毒
事
件
が
発

生
し
て
い
る
。そ
の
よ
う
な
中
、配
送
部
門
の
民
間

委
託
、パ
ー
ト
職
員
の
大
幅
な
増
加
等
で
、安
全
な

態
勢
づ
く
り
が
で
き
る
の
か
危
惧
を
抱
い
て
い
る

の
で
反
対
。」、ま
た
、「
学
校
給
食
の
業
務
は
、自
治

体
本
来
の
業
務
と
し
て
市
が
責
任
を
も
っ
て
行
う

べ
き
も
の
。学
校
給
食
は
教
育
の
一
環
で
あ
る
。い

わ
き
市
発
足
後
、二
三
年
間
直
営
を
堅
持
し
て
き

た
経
過
等
も
勘
案
し
、い
わ
き
市
の
将
来
を
考
え

る
な
ら
ば
反
対
。」、「
学
校
給
食
の
あ
り
方
に
つ
い

て
、行
財
政
改
善
委
員
会
の
大
綱
に
よ
り
検
討
が

行
わ
れ
民
間
委
託
と
い
う
方
向
が
出
さ
れ
、そ
の

提
案
に
対
し
、議
論
が
な
さ
れ
た
。そ
の
結
果
、民

間
委
託
に
よ
る
給
食
の
質
の
低
下
、安
全
性
、給
食

の
値
上
げ
等
の
質
疑
に
対
す
る
執
行
部
の
答
弁
は
、

安
全
性
を
確
保
し
な
が
ら
こ
れ
を
実
施
し
、ま
た
、

パ
ー
ト
の
雇
用
も
心
配
な
い
と
説
明
さ
れ
た
。今
回

の
提
案
に
は
賛
成
す
る
。」な
ど
の
意
見
が
出
さ
れ
、

「
文
教
委
員
会
で
の
採
決
で
は
原
案
の
と
お
り
可
決

す
べ
き
も
の
と
決
し
た
。」と
報
告
が
な
さ
れ
た
。

　
本
会
議
で
の
採
決
で
は
、起
立
多
数
に
よ
り
提

出
二
案
は
原
案
通
り
可
決
さ
れ
、民
間
活
力
の
採

用
に
よ
る
新
た
な
機
構
の
導
入
は
、本
市
の
行
財
政

改
革
に
新
た
な
ペ
ー
ジ
を
加
え
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
さ
ら
に
、行
財
政
改
革
大
綱
は
本
市
の
行
財
政

改
革
の
基
本
方
針
と
し
て
策
定
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
が
、平
成
三
年
三
月
で
お
お
む
ね
五
年
間
の
推

進
期
間
が
満
了
と
な
る
こ
と
か
ら
、こ
の
大
綱
の

見
直
し
を
図
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
そ
の
後
、平
成
三
年
十
月
臨
時
会
に
一
般
廃
棄

物（
ご
み
）収
集
運
搬
業
務
委
託
に
係
る
債
務
負
担

行
為
の
補
正
予
算
が
提
出
さ
れ
た
。本
会
議
で
の

質
疑
、委
員
会
審
査
を
踏
ま
え
、賛
成
・
反
対
の
立

場
か
ら
討
論
を
重
ね
た
結
果
、補
正
予
算
が
可
決

し
、平
成
四
年
四
月
か
ら
民
間
委
託
へ
と
移
行
す

る
こ
と
に
な
っ
た
。

行
財
政
改
革

4 漁
港
区
は
漁
船
の
大
型
化
と
水
揚
げ
量
増
加
に

対
応
す
る
漁
業
専
用
港
と
し
て
整
備
さ
れ
た
。

　
一
号
埠
頭
と
二
号
埠
頭
は
、昭
和
六
十
三
年
に

策
定
さ
れ
た「
第
三
次
総
合
計
画
」の
中
に「
地

場
産
業
振
興
セ
ン
タ
ー
」が
観
光
と
物
産
の
中
核

施
設
と
し
て
盛
り
込
ま
れ
た
こ
と
に
よ
り
、一
号

埠
頭
に
は
平
成
九
年
七
月
、市
観
光
物
産
セ
ン

タ
ー「
い
わ
き
・
ら
・
ら
・
ミ
ュ
ウ
」が
開
設
さ
れ
、

さ
ら
に
二
号
埠
頭
に
は
平
成
十
二
年
七
月「
ふ
く

し
ま
海
洋
科
学
館 
ア
ク
ア
マ
リ
ン
ふ
く
し
ま
」

が
オ
ー
プ
ン
し
た
。さ
ら
に
一
号
埠
頭
と
二
号
埠

頭
と
の
間
に
は「
ア
ク
ア
マ
リ
ン
パ
ー
ク
」が
整

備
さ
れ
、平
成
二
十
年
、古
い
倉
庫
を
改
装
し
た

レ
ス
ト
ラ
ン
兼
物
産
館「
小
名
浜
美
食
ホ
テ
ル
」

と
、イ
ベ
ン
ト
ホ
ー
ル「
潮
目
交
流
館
」が
オ
ー

プ
ン
し
た
。観
光
施
設
が
集
積
さ
れ
、ま
た
さ
ま

ざ
ま
な
イ
ベ
ン
ト
も
開
催
さ
れ
る
こ
と
か
ら
県

内
屈
指
の
観
光
地
と
な
っ
て
い
る
。

　
三
号
埠
頭
と
七
号
埠
頭
は
主
に
石
炭
の
荷
揚

げ
に
使
用
さ
れ
、荷
役
用
ク
レ
ー
ン
が
計
五
台
備

え
付
け
ら
れ
た
。平
成
二
十
三
年
五
月
に
は
、小

名
浜
港
は「
国
際
バ
ル
ク
戦
略
港
湾（
石
炭
部

門
）」に
選
定
さ
れ
て
い
る
。

　
四
号
埠
頭
は
主
に
化
学
薬
品
を
取
り
扱
う
。

五
・
六
号
埠
頭
は
多
目
的
国
際
タ
ー
ミ
ナ
ル
で
、

災
害
時
の
物
資
輸
送
な
ど
に
も
対
応
す
る
。藤

原
埠
頭
は
木
材
専
用
の
埠
頭
で
、大
剣
埠
頭
に

は
平
成
十
年
に
国
際
貨
物
タ
ー
ミ
ナ
ル
が
完
成

し
て
外
貿
コ
ン
テ
ナ
の
取
り
扱
い
が
始
ま
り
、福

島
県
の
コ
ン
テ
ナ
基
地
と
な
っ
て
い
る
。

小名浜港将来図

小名浜港東港完成予想図

小名浜花火大会
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これまでの50年（第7期）

　
第
七
期
最
初
の
定
例
会
で
あ
っ
た
昭
和
六
十
三

年
十
二
月
定
例
会
に
お
い
て
、市
長
は「
こ
れ
ま
で

行
財
政
改
革
の
基
本
方
針
、具
体
的
な
推
進
方
策

等
を
定
め
検
討
を
進
め
て
き
た
」と
し
て
、新
た
に

「
中
部
衛
生
セ
ン
タ
ー
の
管
理
運
営
に
つ
い
て
」及

び「
学
校
給
食
業
務
の
あ
り
方
に
つ
い
て
」の
報
告

を
行
っ
た
。

　
平
成
元
年
四
月
か
ら
供
用
開
始
を
予
定
し
て
い

る
中
部
衛
生
セ
ン
タ
ー
は
、管
理
部
門
を
市
の
直

営
と
し
、作
業
部
門
に
つ
い
て
は
民
間
委
託
を
行

う
こ
と
で
効
率
的
な
管
理
運
営
を
図
る
考
え
で
あ

る
こ
と
、ま
た
、学
校
給
食
業
務
に
つ
い
て
は
、市

と
し
て
の
責
任
を
保
持
し
て
い
く
こ
と
を
基
本
と

し
て
、学
校
給
食
共
同
調
理
場
の
管
理
及
び
調
理

部
門
の
責
任
者
に
正
規
職
員
を
配
置
し
、調
理
業

務
の
一
部
に
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
を
導
入
、給
食
配
送

部
門
に
つ
い
て
は
民
間
へ
の
委
託
を
行
う
こ
と
な

ど
が
そ
の
内
容
で
あ
る
。

　
平
成
元
年
一
月
臨
時
会
に
お
い
て
、昭
和
六
十
三

年
度
い
わ
き
市
一
般
会
計
補
正
予
算
が
提
案
さ
れ
、

そ
の
中
で
学
校
給
食
共
同
調
理
場
パ
ー
ト
タ
イ

マ
ー
調
理
員
の
調
理
実
施
研
修
に
要
す
る
経
費
、

中
部
衛
生
セ
ン
タ
ー
運
転
管
理
業
務
委
託
及
び
学

校
給
食
共
同
調
理
場
配
送
業
務
委
託
に
係
る
債
務

負
担
行
為
の
二
つ
が
計
上
さ
れ
た
。

　
総
務
常
任
委
員
会
委
員
長
の
報
告
と
し
て「
昭

和
六
十
三
年
度
い
わ
き
市
一
般
会
計
補
正
予
算
中
、

第
六
款
地
方
交
付
税
と
し
て
一
四
八
五
万
一
〇
〇

〇
円
を
増
額
補
正
し
、学
校
給
食
の
一
部
民
間
委

託
に
伴
う
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
の
調
理
実
施
研
修
賃

金
に
要
す
る
措
置
と
し
て
一
般
財
源
で
補
正
す
る

も
の
で
あ
り
、本
議
会
に
お
い
て
も
種
々
論
議
さ
れ

て
い
る
と
お
り
、学
校
給
食
の
民
間
委
託
に
伴
う

補
正
に
は
反
対
で
あ
る
と
の
意
見
が
出
さ
れ
、さ

ま
ざ
ま
な
議
論
を
重
ね
た
結
果
、原
案
ど
お
り
可

決
す
べ
き
も
の
と
決
し
た
。」と
報
告
が
あ
っ
た
。

　
次
に
文
教
常
任
委
員
長
か
ら
は
審
査
の
中
で
調

理
部
門
の
パ
ー
ト
化
に
対
し
、委
員
よ
り「
研
修
期

間
が
二
七
日
間
で
現
場
に
配
置
す
る
こ
と
は
問
題

が
あ
る
と
思
う
が
ど
う
か
。」、「
今
回
の
配
送
部
門

を
民
間
に
委
託
す
る
計
画
を
立
て
た
経
過
に
つ
い

て
。」な
ど
の
ほ
か
、職
場
の
関
係
、身
分
の
保
障
、

学
校
給
食
業
務
費
用
に
対
す
る
地
方
交
付
税
と
の

関
係
等
な
ど
多
岐
に
わ
た
る
質
疑
が
な
さ
れ
、議

論
が
重
ね
ら
れ
た
こ
と
が
報
告
さ
れ
た
。

　
委
員
長
報
告
で
は
、「
昨
年
、食
中
毒
事
件
が
発

生
し
て
い
る
。そ
の
よ
う
な
中
、配
送
部
門
の
民
間

委
託
、パ
ー
ト
職
員
の
大
幅
な
増
加
等
で
、安
全
な

態
勢
づ
く
り
が
で
き
る
の
か
危
惧
を
抱
い
て
い
る

の
で
反
対
。」、ま
た
、「
学
校
給
食
の
業
務
は
、自
治

体
本
来
の
業
務
と
し
て
市
が
責
任
を
も
っ
て
行
う

べ
き
も
の
。学
校
給
食
は
教
育
の
一
環
で
あ
る
。い

わ
き
市
発
足
後
、二
三
年
間
直
営
を
堅
持
し
て
き

た
経
過
等
も
勘
案
し
、い
わ
き
市
の
将
来
を
考
え

る
な
ら
ば
反
対
。」、「
学
校
給
食
の
あ
り
方
に
つ
い

て
、行
財
政
改
善
委
員
会
の
大
綱
に
よ
り
検
討
が

行
わ
れ
民
間
委
託
と
い
う
方
向
が
出
さ
れ
、そ
の

提
案
に
対
し
、議
論
が
な
さ
れ
た
。そ
の
結
果
、民

間
委
託
に
よ
る
給
食
の
質
の
低
下
、安
全
性
、給
食

の
値
上
げ
等
の
質
疑
に
対
す
る
執
行
部
の
答
弁
は
、

安
全
性
を
確
保
し
な
が
ら
こ
れ
を
実
施
し
、ま
た
、

パ
ー
ト
の
雇
用
も
心
配
な
い
と
説
明
さ
れ
た
。今
回

の
提
案
に
は
賛
成
す
る
。」な
ど
の
意
見
が
出
さ
れ
、

「
文
教
委
員
会
で
の
採
決
で
は
原
案
の
と
お
り
可
決

す
べ
き
も
の
と
決
し
た
。」と
報
告
が
な
さ
れ
た
。

　
本
会
議
で
の
採
決
で
は
、起
立
多
数
に
よ
り
提

出
二
案
は
原
案
通
り
可
決
さ
れ
、民
間
活
力
の
採

用
に
よ
る
新
た
な
機
構
の
導
入
は
、本
市
の
行
財
政

改
革
に
新
た
な
ペ
ー
ジ
を
加
え
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
さ
ら
に
、行
財
政
改
革
大
綱
は
本
市
の
行
財
政

改
革
の
基
本
方
針
と
し
て
策
定
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
が
、平
成
三
年
三
月
で
お
お
む
ね
五
年
間
の
推

進
期
間
が
満
了
と
な
る
こ
と
か
ら
、こ
の
大
綱
の

見
直
し
を
図
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
そ
の
後
、平
成
三
年
十
月
臨
時
会
に
一
般
廃
棄

物（
ご
み
）収
集
運
搬
業
務
委
託
に
係
る
債
務
負
担

行
為
の
補
正
予
算
が
提
出
さ
れ
た
。本
会
議
で
の

質
疑
、委
員
会
審
査
を
踏
ま
え
、賛
成
・
反
対
の
立

場
か
ら
討
論
を
重
ね
た
結
果
、補
正
予
算
が
可
決

し
、平
成
四
年
四
月
か
ら
民
間
委
託
へ
と
移
行
す

る
こ
と
に
な
っ
た
。

行
財
政
改
革

4 漁
港
区
は
漁
船
の
大
型
化
と
水
揚
げ
量
増
加
に

対
応
す
る
漁
業
専
用
港
と
し
て
整
備
さ
れ
た
。

　
一
号
埠
頭
と
二
号
埠
頭
は
、昭
和
六
十
三
年
に

策
定
さ
れ
た「
第
三
次
総
合
計
画
」の
中
に「
地

場
産
業
振
興
セ
ン
タ
ー
」が
観
光
と
物
産
の
中
核

施
設
と
し
て
盛
り
込
ま
れ
た
こ
と
に
よ
り
、一
号

埠
頭
に
は
平
成
九
年
七
月
、市
観
光
物
産
セ
ン

タ
ー「
い
わ
き
・
ら
・
ら
・
ミ
ュ
ウ
」が
開
設
さ
れ
、

さ
ら
に
二
号
埠
頭
に
は
平
成
十
二
年
七
月「
ふ
く

し
ま
海
洋
科
学
館 

ア
ク
ア
マ
リ
ン
ふ
く
し
ま
」

が
オ
ー
プ
ン
し
た
。さ
ら
に
一
号
埠
頭
と
二
号
埠

頭
と
の
間
に
は「
ア
ク
ア
マ
リ
ン
パ
ー
ク
」が
整

備
さ
れ
、平
成
二
十
年
、古
い
倉
庫
を
改
装
し
た

レ
ス
ト
ラ
ン
兼
物
産
館「
小
名
浜
美
食
ホ
テ
ル
」

と
、イ
ベ
ン
ト
ホ
ー
ル「
潮
目
交
流
館
」が
オ
ー

プ
ン
し
た
。観
光
施
設
が
集
積
さ
れ
、ま
た
さ
ま

ざ
ま
な
イ
ベ
ン
ト
も
開
催
さ
れ
る
こ
と
か
ら
県

内
屈
指
の
観
光
地
と
な
っ
て
い
る
。

　
三
号
埠
頭
と
七
号
埠
頭
は
主
に
石
炭
の
荷
揚

げ
に
使
用
さ
れ
、荷
役
用
ク
レ
ー
ン
が
計
五
台
備

え
付
け
ら
れ
た
。平
成
二
十
三
年
五
月
に
は
、小

名
浜
港
は「
国
際
バ
ル
ク
戦
略
港
湾（
石
炭
部

門
）」に
選
定
さ
れ
て
い
る
。

　
四
号
埠
頭
は
主
に
化
学
薬
品
を
取
り
扱
う
。

五
・
六
号
埠
頭
は
多
目
的
国
際
タ
ー
ミ
ナ
ル
で
、

災
害
時
の
物
資
輸
送
な
ど
に
も
対
応
す
る
。藤

原
埠
頭
は
木
材
専
用
の
埠
頭
で
、大
剣
埠
頭
に

は
平
成
十
年
に
国
際
貨
物
タ
ー
ミ
ナ
ル
が
完
成

し
て
外
貿
コ
ン
テ
ナ
の
取
り
扱
い
が
始
ま
り
、福

島
県
の
コ
ン
テ
ナ
基
地
と
な
っ
て
い
る
。

小名浜港将来図

小名浜港東港完成予想図

小名浜花火大会


